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（注） Ｃテロ：化学剤を用いたテロ、Ｅテロ：爆発物を用いたテロ、Ｂテロ：生物剤を用いたテロ、Ｒテロ：放射性物質を用いたテロ

Ｈ15年度 事態対処法成立・施行

Ｈ16年度 国民保護法成立・施行
「基本指針」閣議決定

Ｈ17・18年度 国民保護計画の策定

Ｈ17年度～ 国と地方の国民保護共同訓練
（主にＣテロ、Ｅテロ訓練）

Ｈ20年度 Ｂテロ、Ｒテロの図上訓練を実施
実動訓練に病院、ＤＭＡＴが参加

Ｈ21年度 複数の病院、ＤＭＡＴ等が参加

Ｈ22年度 Rテロの実動訓練を実施
県境を越える避難を想定した図上訓練を実施

Ｈ23年度 空港での初の実動訓練を実施 （Ｈ24.1 長崎県）

県境を越える大規模な住民避難を想定した
図上訓練を実施 （Ｈ24.2 兵庫県･徳島県）

法制

訓練

訓練の充実

計画・マニュアル
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１．国民保護訓練について
（１）国民保護法施行後の経過

１．国民保護訓練について
（１）国民保護法施行後の経過



訓練実施回数

国民保護法に基づき、関係機関相互の連携強化・機能確認を行うとともに、国民の保護のための措置に対する国民の理解の促進を

目的として、国、地方公共団体、その他関係機関及び地域住民が一体となった共同の実動訓練及び図上訓練を実施。

年度ごとの訓練実施状況

★：実動訓練実施

１９道府県
北海道、福島県、茨城県、千葉県、石川県、福井県、長野県
静岡県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
徳島県、愛媛県、佐賀県、長崎県、熊本県

（延べ８５都道府県）

★

★

★

★

★
★

★

★
★★

★★
★

★
★★

★
★

★
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１．国民保護訓練について
（２）都道府県別・国民保護共同訓練の実施状況

１．国民保護訓練について
（２）都道府県別・国民保護共同訓練の実施状況

年度 区分 都道府県 計

実動 　 １県

図上 　 ４県

実動  　３道県

図上 　 ８都府県

実動  　５県

図上 　 １０府県

実動  　４県

図上 　 １４県

実動 　 ４県

図上 　 １０都県

実動 　 ３府県

図上  　７県

実動  　３道県

図上 　 ９県
H23 １２道県

H20 １８県

H21 １４都県

H22 １０府県

H17 ５県

H18

H19 １５府県

１１都道府県

団体数 都道府県

6回 １県 福井県

4回 ３県 鳥取県、徳島県、愛媛県

3回 ３県 茨城県、埼玉県、佐賀県

北海道、青森県、岩手県

秋田県、山形県、東京都

神奈川県、新潟県、富山県

長野県、岐阜県、京都府

兵庫県、山口県、福岡県

長崎県、熊本県、宮崎県

1回 ２２府県 上記以外

2回
１８

都道府県



・ 政府訓練（官邸危機管理センターにおける政府内の訓練）を １回

実施した。（図上訓練）

・ 共同訓練（国と地方公共団体が連携した訓練）を １１回 実施した。

（図上訓練 ８回、実動訓練 ３回）

・ 共同訓練以外にも、

地方公共団体単独での訓練が ３８回 実施された。

（図上訓練 ２０回、 実動訓練 １８回）
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２．平成２３年度の国民保護訓練について
（１）訓練の実施概要

２．平成２３年度の国民保護訓練について
（１）訓練の実施概要



○ １２道県で実施

実動３道県／図上９県

Ｂテロ：２件、Ｃテロ：３件、Ｅテロ：４件、Ｃ＋Ｅテロ：１件、武装グループ：１件 計１１件

（注） Ｂテロ ： 生物剤を用いたテロ、 Ｃテロ ： 化学剤を用いたテロ、 Ｅテロ ： 爆発物を用いたテロ

実施都道府県 実施日 訓練シナリオ等

実動　(1件) 長崎県 24.1. 29
 爆発物を用いたテロ
（海上空港からの利用者等避難）

図上　(1件） 兵庫県・徳島県 24. 2. 9
 武装グループによる攻撃
（県境を越えた大規模な住民避難）

佐賀県 23.10.23  生物剤(天然痘)を用いたテロ

北海道 23.11.10  化学剤（サリン）、爆発物を用いたテロ

愛媛県 23.11.  7  爆発物を用いたテロ

新潟県 23.12.21  爆発物を用いたテロ

宮崎県 24. 1. 24  化学剤（サリン）を用いたテロ

福井県 24. 1. 26  化学剤（サリン）を用いたテロ

福岡県 24. 1. 31  爆発物を用いたテロ

岐阜県 24. 2.   2  生物剤(炭疽菌)を用いたテロ

山形県 23. 2.   7  化学剤（サリン）を用いたテロ

実動　(2件)

県
主
導
訓
練

国
主
導
訓
練

図上　(7件)

種　別
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２．平成２３年度の国民保護訓練について
（２）国民保護共同訓練の実施状況

２．平成２３年度の国民保護訓練について
（２）国民保護共同訓練の実施状況



＜事例 １＞

平成２３年度
長崎県国民保護共同実動訓練

（Ｈ２４．１．２９）
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１．実施日時 平成２４年１月２９日（日） １０：００～１３：００

２．訓練想定

長崎空港ターミナルビルにおいて爆発事案が発生、ほぼ同時に空港連絡橋において
も爆発事案が発生し、空港は海上に孤立状態となる。

３．主な訓練会場

①長崎空港 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【災害等初動対処訓練、被災者搬送訓練】

②大村港 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【応急救護訓練】

③長崎医療センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【医療救護訓練】

④大村高校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【避難所運営訓練】

⑤長崎県消防学校、総理大臣官邸 ・・・・【テレビ会議、合同対策協議会等運営訓練】

４．参加機関 ６２機関、１，３１７名
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５．訓練の特徴
○平成２３年度国民保護実動訓練で最大規模
○空港におけるテロを想定した初の国民保護共同実動訓練
○船舶・ヘリコプターによる避難、救助
○メンタルヘルスへの配慮、遺族に対する対応

事例１ 長崎県国民保護共同実動訓練



１０：００ 爆発発生（２カ所）
避難誘導、救出・救助
部隊投入

１０：４５ 事態認定

１２：４５ 合同対策協議会
（ＴＶ会議）

:

１０：３０ 重症者搬送開始（ヘリ）
病院収容開始

１１：３０ 避難所収容開始

１１：００ 被災者搬送開始（船舶）

Ｎ

長崎空港
１０：００～１２：１０
避難誘導
救出・救助
一次トリアージ
応急処置
部隊投入
被災者搬送

箕島大橋
１０：００ 爆発（通行不能）

長崎県消防学校
１２：４５～１３：００
合同対策協議会（ＴＶ会議）

長崎医療センター
１０：３０～１２：３０
負傷者収容、医療救護

大村高校
１１：３０～１３：００
避難所運営等

大村港
１１：２０～１２：３０
二次トリアージ、救護、被災者搬送

事例１ 長崎訓練 ①訓練内容と訓練実施場所
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○ 爆弾テロにより海上に孤立状態となった空港 → 警察、消防などの到着まで時間が必要

事例１ 長崎訓練 ②初動時における対処

空港ビル自衛消防隊 被災者による共助

事案対処には、実動機関
相互の密接な連携により、必
要な部隊を投入することが重
要。

→ 海上保安庁と自衛隊の協
力により、警察・消防・自
衛隊の増援部隊を投入

空 港 消 火 救 難 隊

警 察 増 援 部 隊
（海上保安庁巡視艇）

消防・陸上自衛隊 増援部隊
（海上自衛隊交通船）

大規模集客施設でテロ等
が発生した場合、利用者の
安全確保には施設管理者等
の役割が大。

→ 空港消火救難隊等による
救助・避難誘導

→ 被災者による搬送協力等

8



○ 指定地方公共機関（民間船舶）の活用

孤立した海上空港からの大規模避難のため、平常時に空港において営業運行している
指定地方公共機関を活用
（消防隊員・消防団員による誘導、警察官による不審者監視・警護、自衛隊員の同乗）

消防による誘導

自衛隊の同行

海上保安庁巡視艇
による民間船護衛

警察による不審者監視、警護

9

事例１ 長崎訓練 ③船舶による大規模避難



事例１ 長崎訓練 ④外国人被災者等への対応

様々な方が利用する国際空港におけるテロであるため、被災者の中には外国人や障害をお持
ちの方がいることを想定

→ 避難所・救護所においても、こうした方々に配慮した対応が求められる

緊急時のコミュニケーション補助ツールとして、絵を指差しながらコミュニケーションができる
「タブレット型ＰＣ」を活用

英 語 表 記

日 本 語 表 記
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（メンタルヘルスへの配慮）
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今回の訓練では、ＣＩＱ職員は、利用者の安全確保を最優先に、パスポートを除き荷物を持
ち出さずに避難するよう誘導。（事態収束後、税関及び動植物の検疫・防疫の手続を行うこ
ととして整理）

国際空港におけるテロであるため、「入国審査」などを経ていない方がいることを想定

→ 避難所到着後に入国手続等を実施

入国管理局が避難所に職員を派遣し、手続実施体制を構築

12

事例１ 長崎訓練 ⑤ＣＩＱ（税関、入国管理、検疫・防疫）対応
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○主な成果

・ 空港という施設の特殊性を踏まえた事案発生時における利用者の避難等のあり方（関係機関の役
割分担や調整すべき事項）について理解を深めることができた。

・ 警察・消防機関等からの現場報告に基づき、海上に孤立状態となった空港への応援部隊の投入調
整、避難要領の調整など、事案対処に不可欠な現地調整所における調整事項について演練できた。

・ 大規模な被災者搬送のため、指定地方公共機関の船舶及びバスを利用し、その必要性及び重要
性について認識を広めることができた。

・ パニック防止などの面から、被災者への声掛けの効果、避難手順や安全確保等に関する情報提供
の重要性が認識された。

○今後の課題

・ 被害の最小化を図るには、事案発生直後の対応が非常に重要であるので、初動時の対応を担う
施設管理者とその後に到着する警察、消防などの実動機関との連携の深化を図ることが必要

・ 現地調整所については、災害の規模や特殊性、影響を受ける地域の範囲などに即した適切な運
営のあり方を、さらに訓練を通じて検討することが必要

・ 事案発生現場が孤立し、各機関の指揮所が設置できない状況下における現状把握、情報共有の
あり方について、ブラインドの要素を増やした訓練を通じて検討することが必要

事例１ 長崎訓練 主な成果と今後の課題



＜事例 ２＞

平成２３年度
兵庫県・徳島県国民保護共同図上訓練

（Ｈ２４．２．９）
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１．実施日時 平成２４年２月９日（木） １３：００～１６：３０

２．訓練想定

（１） 兵庫県
兵庫県淡路市北部等において、武装工作員による攻撃が発生し、約４万人が屋内

に避難。淡路市､警察及び自衛隊等と連携し、段階的に洲本市､南あわじ市及び徳島
県の避難施設に域外避難を実施する。

（２） 徳島県
兵庫県淡路市からの避難住民を徳島市､鳴門市､松茂町､北島町､藍住町､板野町

の避難施設で受け入れる。

３．訓練会場 兵庫県庁（兵庫県庁内に淡路市のブースを設置）、徳島県庁

４．参加機関 １７５機関、４８５名
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５．訓練の特徴
○県境を越える広域かつ大規模な住民避難を想定
○自治体・警察・自衛隊が連携した避難実施を想定
○指定（地方）公共機関の活用を想定
○関西広域連合構成府県からの物資支援を想定

事例２ 兵庫県・徳島県国民保護共同図上訓練



兵庫県対策本部

淡路市対策本部 知事間協議

徳島県対策本部
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事例２ 兵庫・徳島訓練 ①当日の訓練風景



兵

庫

県

県外からの避難住民の受入れ調整

徳

島

県

県境を越える避難の調整

国

淡

路

市

住民避難の総合調整
輸送手段の確保

実施要領の策定
住民避難の実施

調整 受
入
市
町

調整

○ 事態認定前に県外への避難を含めた避難の全体像の調整・確定

調整

避難住民数全数（必須）、地区別人数、日別人数、輸送手段別人数、出発時刻別人数、 受

入れ避難所別人数、年齢別人数、移動困難者人数、輸送手段・台数及びルート、出発予定
時刻、到着予定時刻、避難住民の引継場所・引継方法（避難施設か県境か）等

兵
庫
県

徳
島
県

兵
庫
県

徳
島
県

受入場所（施設名、住所、収容可能人数、救援の程度）、受入体制

両県の状況を把握しつつ、県境を越える
避難の必要性・妥当性を判断

受
入
市

避難住民の
受入れ調整
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事例２ 兵庫・徳島訓練 ②県境を越える避難に係る訓練内容

調整



○ 避難の呼びかけと実行は、
・ 防災行政無線や広報車を活用しつつ
・ 安全の確保につき警察、自衛隊との連携のもとに実施
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事例２ 兵庫・徳島訓練 ③避難の全体像

○ 避難の流れ
★ 屋内避難の後、段階的に域外避難を実施
★ 域外避難の流れ

<一般住民>
各戸 → 各区画の一次集合場所 → 検問通過

→ 二次集合場所 → 洲本市及び南あわじ市内避難所
→ 徳島県内避難所

<入院患者、福祉施設入所者等>
各施設に、バス、救急車等を派遣し、域外に避難

団体名 受入数 その他（交通手段等）

洲本市 約9,000人 淡路交通、ＪＲ四国バス、西日本ＪＲバス等
（兵庫県調整）南あわじ市 約8,000人

徳島県（６市町） 約22,000人 徳島県バス協会（徳島県調整）

合 計 約39,000人

（バス）

（バス）

要避難地域の住民数は、約３９，０００人



団体名 受入数 その他（交通手段等）

洲本市 約9,000人 淡路交通、ＪＲ四国バ
ス、西日本ＪＲバス等
（兵庫県調整）南あわじ市 約8,000人

徳島県（６市町） 約22,000人 徳島県バス協会（徳
島県調整）

合 計 約39,000人

２次集合場所

２次集合場所

洲本市

南あわじ市

鳴門市

徳島市

板野町
松茂町

北島町
藍住町
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○主な成果

・ 県境を越える避難を実施する場合における関係機関の役割分担や調整すべき事項について確認

できた。

・ 県境を越える広域かつ大規模な住民避難の要領について、検討を深めることができた。

・ 移動困難者（施設入所者等で自ら避難することが困難な者）の避難要領、学校等に屋内避難した

住民への救援要領について、検討を深めることができた。

・ 近隣府県からの物資支援等の調整要領について確認できた。

○今後の課題

・ 要避難地域内の住民を円滑・迅速に避難させるため、パニックの発生防止及び発生時の対応につ

いて検討が必要

・ 攻撃の予防・鎮圧等の措置、国民保護措置及び特定公共施設の利用調整に関するそれぞれの関

係機関の連携のあり方については、事案により対応要領が異なることから、今後とも訓練を通じて検

討を深めていくことが必要

事例２ 兵庫・徳島訓練 主な成果と今後の課題



「初期の制度普及」 から 「総合化」へ

１ 対象事態の総合化

・ 攻撃の予防鎮圧その他の措置及び特定公共施設利用調整を実施している下での国民保護措置

・ 複数県、広域にわたる国民保護措置（特に避難・救援）

・ 弾道ミサイル対応や大都市、輸送機関、重要防護施設へのＥテロ・Ｒテロへの対応

２ 参加機関の拡大と連携の強化

・ 警察、消防、自衛隊といった機関のみならず、輸送や医療などの分野との連携強化

・ 政府対策本部、政府現地対策本部、都道府県対策本部の間の連絡調整の更なる円滑化

（注） Ｅテロ：爆発物を用いたテロ、Ｒテロ：放射性物質を用いたテロ
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３．今後の訓練の方向について
（１） 今後の中期的課題

３．今後の訓練の方向について
（１） 今後の中期的課題



１ 都道府県対策本部に関する事項

・ 基本的な手順の慣熟とともに、判断能力の強化も目指した訓練の実施

（訓練目的を阻害しない範囲でのブラインド訓練の導入）

・ 知事部局内の関係部門（保健医療を所管する部局等）や指定公共機関等が実施する措置の充実

・ 隣接する地方公共団体も含めた情報共有・調整業務の強化

２ 現場機関に関する事項

・ 現地調整所の活用などによる現場での情報共有、活動調整の円滑化

・ 救助の迅速化（「現着→検知→ゾーニング・個人防護→救出→トリアージ・除染→搬送調整→実搬送」

といった多段階の手順の習熟）

・ ＮＢＣ災害の発生が疑われる現場への進入方法など事案発生現場における安全管理（ゾーニング等の

基本的活動など）の徹底

・ 適切かつ迅速な情報の提供や精神面への配慮なども含めた被災者、住民等への支援の多様化

国民保護共同訓練の実施については、訓練回数の少ない都道府県への実施の働きかけを行うとともに、

次の項目にも留意して､きめ細やかな訓練の企画と助言を行い､更なる関係機関の連携強化と対応能力の

向上を図っていく。

３．今後の訓練の方向について
（２） 今後の訓練実施上の留意事項

３．今後の訓練の方向について
（２） 今後の訓練実施上の留意事項
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